
見守り・死後事務等事業

（ふじみ野みらいサポート）

社会福祉法人ふじみ野市社会福祉協議会

権利擁護係



ふじみ野みらいサポートとは？

「頼れる親族がいないので、入院や施設入所することになったら心配。」
「自分が亡くなったあとの葬儀や遺品整理を誰にお願いすればいいの
か・・・」
このような思いをお持ちの方が、安心して自分らしく生活できるようお手
伝いします。
令和７年４月から事業を実施しています。

相談件数：９０件 申込者数：３名 事業説明件数：５７件
＊令和７年４月～９月



ふじみ野みらいサポートと関連制度

元気なとき（判断能力あり） 判断能力が低下したとき 亡くなったあと

見守り契約

事務委任契約

任意後見制度

法定後見制度

死後事務委任契約

遺言（公正証書遺言）

あんしんサポートねっと





利用できる方



費用



契約までの流れ

１ ２ ３ ４ ５ ６

＊３，４，５はご本人の重要度・希望等により変動



ふじみ野みらいサポートを
社会福祉協議会が行う意義

本事業は亡くなった後のことも大切ですが、そのこと以上
に亡くなった後のことを決めることによる安心感を得ること
や、生きている間、本人はどのように過ごしていきたいのか
という視点を持ち、福祉の専門職として、日々変化していく
本人の意思を汲み取り、一緒に考えていく伴走型の支援が重
要だと考えています。


	スライド 1: 見守り・死後事務等事業  （ふじみ野みらいサポート）
	スライド 2: ふじみ野みらいサポートとは？
	スライド 3: ふじみ野みらいサポートと関連制度
	スライド 4
	スライド 5: 利用できる方
	スライド 6: 費用
	スライド 7: 契約までの流れ
	スライド 8: ふじみ野みらいサポートを 社会福祉協議会が行う意義

